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ヘイトスピーチデモ許可取り消しを申し入れ

日頃より、本市の人権擁護政策推進へのご尽力に敬
意を表します。
2月１９日、「在日特権を許さない市民の会（在特
会）」主催のヘイトスピーチデモが、本市中区下園
公園を集合場所として行われようとしています。
「行動する保守運動」のホームページによれば、こ
の集会の主催は「在日特権を許さない市民の会愛知
支部」、現場責任者は在特会副会長長尾旭となって
います。デモの表題は「竹島奪還！不法入国・不法
滞在する不逞鮮人を叩きだせ！」とされており、差
別扇動が趣旨であることは明らかです。
在特会は、昨年５月にも本市でヘイトスピーチデ

モを行っています。
昨年６月に施行された「ヘイトスピーチ対策法」

および本年2月、法務省が示した「差別的言動の具
体例」に照らしても、在特会が違法行為である「ヘ
イトスピーチ」を繰り返そうとしていることは疑い
ようもありません。
川崎市では、昨年５月、ヘイトスピーチデモの公

園使用を都市公園条例「公園の管理に支障がある行
為」として、「使用許可取り消し」処分を行いまし
た。さらに、ヘイトスピーチを事前に規制する施策
の策定を目指しています。

愛知県大村知事は、ヘイトスピーチは「基本的人
権の蹂躙であり規制されてしかるべき」との意向を
重ねて表明しており、河村市長は昨年６月定例会に
おいて、「愛知県と連携する」と答弁しました。本
市には、法の趣旨と議会答弁をふまえ、ヘイトスピー
チに対して厳正な対応をとることが強く求められて
います。
このたび、本市の当該公園を利用しようとしてい

る団体は、明らかな人権侵害に値する「不当な差別
的言動」をあつかうものであり、本市の都市公園条
例に定める使用許可条件「その行為が公衆の都市公
園の利用又は都市公園の効用を害しないもの」にあ
たらないものです。ヘイトスピーチは言葉の暴力で
あり、「表現の自由」を保障されるべき対象ではな
いと本市は判断すべきです。
よって、下記の申し入れをします。

記
１．２月１９日の当該団体における下園公園の使用

を認めないこと。
２．関係部局および愛知県と連携し、集会やデモに

おいて「ヘイトスピーチ」に該当する言動が認
められた場合、ただちに中止要請を団体に申し
渡すこと。

名古屋市長 河村たかし様 ２０１７年２月１５日
日本共産党名古屋市会議員団 団長 田口一登

ヘイトスピーチデモに関する緊急の申し入れ

ヘイトスピーチデモが今月１９日に名古屋
市内で計画されている問題で、日本共産党名
古屋市議団は１５日、河村市長に対し、集合
場所の下園公園（中区）の使用を認めないよ
う緊急の申し入れを行いました。

青木議員は、全国約７０自治体に提示され
た法務省の「差別的言動の具体例」や、事前
規制策を検討している神奈川県川崎市や大阪
府門真市の動きに触れ、「ヘイトスピーチは
人権侵害行為。厳正な対応をとることが強く
求められる。市は公園の使用を認めるべきでない」と
訴えました。応対した市担当者は「啓発は出来るが、
事前規制は難しい。他の自治体の対応を見て判断する」
と述べるにとどまりました。

山口議員は、「例えばヘイトスピーチデモの現場で、
市長や市職員がヘイトスピーチを許さないと表明する
ことも啓発活動。市民と協力して対応を」と申し入れ
ました。

（左から）祖父江緑地管理課長と金森人権施策推進室長に申し入れる、岡
田・青木・藤井・山口・柴田の５議員（１５日、名古屋市役所）


